
香芝市就学指導委員会規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和８年３月２６日 

           香芝市教育委員会教育長  小 西 友 □ 

香芝市教育委員会規則第６号 

   香芝市就学指導委員会規則の一部を改正する規則 

 香芝市就学指導委員会規則（昭和５２年教育委員会規則第２号）の一部を次

のように改正する。 

 題名を次のように改める。 

   香芝市教育支援委員会規則 

 第１条の見出しを「（設置）」に改め、同条中「就学指導」を「教育支援」

に、「香芝市就学指導委員会」を「香芝市教育支援委員会」に改める。 

 第２条第１号中「就学指導」を「教育支援」に改め、同条第２号中「就園」

を「就園し」に、「入所」を「入所し、」に、「在園」を「在園し」に、「在

所」を「在所し、」に、「、幼稚園等」を「、幼稚園等の長」に、「就学指導」

を「教育支援」に改める。 

 第５条第１項中「委員会に」を「委員会に、」に改め、同条第４項中「事故

ある」を「事故がある」に改める。 

 第９条第１項中「教育委員会事務局」を「教育部学校教育課学校支援室」に

改め、同条第２項中「幼稚園等」を「幼稚園等の長」に、「指導」を「教育支

援」に改める。 

 第１０条中「これを」を「別に」に改める。 

   附 則 

 この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

 


